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① 運営指導(実地指導)における主な指導内容及び留意点について 

 

令和 3 年度に実施したグループホームにおける運営指導（実地指導）にて指

摘のあった事項及び過去の指摘の多い事項について、その指導内容等を以下の

とおり掲載します（口頭指導を含む。）。今後の適正な運営の参考としてくださ

い。 

 

【重要事項説明書及び運営規程について】 

実地指導時の状況 改善内容 

運営規程及び重要事項説明書の内

容に不十分な箇所がある。 

利用者に対する説明責任として、以下の内容を訂正す

ること。 

１．職員の配置状況の表における員数について実態に

合わせて訂正すること。 

２．料金表の加算の内容について、現在届け出ている

内容と一致するよう訂正するとともに、算定する届

出を行っていない加算については削除すること。 

３．提供するサービスの第三者評価の実施状況（実施

の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関

の名称、評価結果の開示状況）について記載するこ

と。 

４．従業者の員数について運営規程の内容と整合を図

るとともに、勤務体制（常勤・非常勤の別）につい

て明確にすること。 

 

【サービス提供の記録】 

実地指導時の状況 改善内容 

利用者の被保険者証に入居年月日、

事業所の名称等を記載していない

事例があった。 

他の居宅サービス事業者等が当該利用者が指定認知

症対応型共同生活介護の提供を受けていることを確

認できるよう、入居年月日及び事業所の名称を、退居

に際しては退居年月日を当該利用者の被保険者証に

記載すること。 
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【指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針について】 

実地指導時の状況 改善内容 

自己評価及び外部評価の結果につ

いて、掲示（ファイル綴を設置）及

び運営推進会議での報告は行って

いるが、家族に対し手交若しくは送

付等により提供を行っていない。 

評価の実施を担保する観点から、自己評価及び外部評

価の結果については公表するだけでなく、利用者及び

その家族へ提供すること。 

身体的拘束等の適正化のための研

修について、新規採用時における当

該研修を実施したことが書面にて

確認できなかった。 

身体的拘束等の適正化のための研修について、定期的

な教育（年２回以上）の開催とともに新規採用時には

身体的拘束等の適正化の研修を実施することとし、実

施内容は必ず記録すること。 

身体的拘束等の適正化のための対

策を検討する委員会を運営推進会

議に合わせて２月に１回開催し、そ

の結果について記録を作成してい

たが、全従業者へ周知徹底されてい

ることが確認できなかった。 

身体的拘束等の適正化を図るため、当該委員会の結果

については、事業所全体に周知徹底しなければならな

い。したがって、結果の記録を周知のため回覧等する

のであれば、従業者が閲覧したことが確実にわかるよ

うに押印等の方法により記録を残すなど、全従業者へ

周知されたことが客観的に確認できるようにするこ

と。 

身体的拘束等の適正化のための指

針を作成していることは確認でき

たが、その内容に盛り込むべき項目

が不足していた。 

身体的拘束等の適正化のための指針には以下の項目

についても漏れなく盛り込むこと。 

１．事業所における身体的拘束等の適正化に関する基

本的考え方 

２．身体的拘束適正化検討委員会その他事業所内の組

織に関する事項 

３．身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する

基本方針 

４．事業所内で発生した身体的拘束等の報告方法等の

ため方策に関する基本方針 

５．身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針 

６．利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方

針 

７．その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要

な基本方針 
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【（介護予防）認知症対応型共同生活介護計画の作成について】 

実地指導時の状況 改善内容 

新規に入居した利用者の認知症対

応型共同生活介護計画の作成に当

たって、多職種の専門的な見地から

の意見を求めるためのサービス担

当者会議をサービス提供開始後に

開催していた。 

計画作成担当者は、利用者の心身の状況、希望及びそ

の置かれている環境を踏まえて、他の介護従業者と協

議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体

的なサービスの内容等を記載した（介護予防）認知症

対応型共同生活介護計画を作成しなければならない。 

したがって、サービス提供開始前までにサービス担当

者会議を開催すること。 

アセスメントについて計画作成担

当者が行っているとのことであっ

たが、アセスメント結果の記録がな

く、アセスメントを行っていること

が確認できない事例があった。 

計画作成担当者は、利用者の心身の状況、希望及びそ

の置かれている環境を踏まえて、他の介護従業者と協

議の上、（介護予防）認知症対応型共同生活介護計画

を作成する必要があることから、計画作成者がアセス

メントを行ったこと及びアセスメントの結果の記録

を残しておくこと。 

（介護予防）認知症対応型共同生活

介護計画（以下本項目において「計

画」という。）に係るその同意日が、

計画期間の始期以降の日付となっ

ている事例が散見された。 

計画に対する同意は、サービス提供開始前に得るこ

と。 

なお、説明を受ける家族が遠方に居住する場合など、

やむを得ず計画の交付が遅れる場合は、サービス提供

開始前及び計画期間の始期以前に利用者又は家族に

説明を行い、口頭で同意を得るなどし、同意日等必要

事項を記録し、後日文書により署名を得るようにする

こと。 

認知症対応型共同生活介護計画の

作成に当たって、多職種の専門的な

見地からの意見を求めるためのサ

ービス担当者会議を開催ししたこ

とを書面で確認することができな

かった。 

計画作成担当者は、利用者の心身の状況、希望及びそ

の置かれている環境を踏まえて、他の介護従業者と協

議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体

的なサービスの内容等を記載した（介護予防）認知症

対応型共同生活介護計画を作成しなければならない。 

したがって、協議した結果（サービス担当者会議開催

の記録や介護従業者に対する照会結果）については必

ず記録すること。 
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認知症対応型共同生活介護計画の

実施状況の把握（以下「モニタリン

グ」という。）について結果の記録

は確認できたが、その実施日が不明

確なものが散見された。 

計画作成担当者は、（介護予防）認知症対応型共同生

活介護計画の作成後においても、他の介護従業者等と

の連絡を継続的に行うことによりモニタリングを行

う必要がある。 

したがって、モニタリングの結果について記録するだ

けでなく、実施日についても記録し、計画作成担当者

がモニタリングを適切に実施したことを明確にする

こと。 

 

【業務継続計画の策定等】 

実地指導時の状況 改善内容 

業務継続計画の策定等について、不

十分な点があった。 

感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継

続して指定認知症対応型共同生活介護の提供を受け

られるよう、業務継続計画の策定等、必要な措置を講

じること。 

なお、業務継続計画の策定等については、令和６年３

月３１日まで努力義務とされているが、経過措置期間

であってもより早期に取組を行うことが望ましいも

のであることに留意すること。 

 

【衛生管理等】 

実地指導時の状況 改善内容 

感染症対策マニュアルについて、レ

ジオネラ症に対する個別感染症対

策マニュアルが確認できなかった。 

厚生労働省が発出している「介護現場における感染対

策の手引き」等を参考に、レジオネラ症に対するマニ

ュアルを作成し、事業所内の衛生管理及び感染症の発

生・まん延防止に努めること。 

感染症の予防及びまん延防止のた

めの対策について、不十分な点があ

った。 

指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護事業所に

おいて感染症が発生し、又はまん延しないよう、必要

な措置を講じること。 

なお、感染症の予防及びまん延の防止のための対策の

うち、令和６年３月３１日まで努力義務とされている

ものについては、経過措置期間であってもより早期に

取組を行うことが望ましいものであることに留意す

ること。 
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【虐待の防止】 

実地指導時の状況 改善内容 

虐待の発生又はその再発を防止す

るための措置について、不十分な点

があった。 

虐待の発生又はその再発を防止するよう、必要な措置

を講じること。 

なお、虐待の防止のための措置については、令和６年

３月３１日まで努力義務とされているが、経過措置期

間であってもより早期に取組を行うことが望ましい

ものであることに留意すること。 

 

【加算の算定】 

実地指導時の状況 改善内容 

・生活機能向上連携加算 

生活機能向上連携加算の算定に当

たって、生活機能の向上を目的とし

た認知症対応型共同生活介護計画

を作成し、理学療法士と計画作成担

当者が共同して、現在の状況及びそ

の改善可能性の評価（以下「生活機

能アセスメント」という。）を行っ

ていたが、生活機能アセスメントの

結果を当該計画に記載していなか

った。 

 

生活機能の向上を目的とした認知症対応型共同生活

介護計画には、日々の暮らしの中で必要な機能の向上

に資する内容を記載するとともに、生活機能アセスメ

ントの結果を記載すること。 

・サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 

要件のうち、勤続３年以上の者の占

める割合が１００分の３０以上で

あることについて、その記録が集計

途中の状態であるため、確認できな

い。なお、雇用契約書で全員分の雇

用日を確認できた（勤続年数３年以

上である職員が９人中８人）ため、

加算の要件を満たすことは確認で

きた。 

 

今後は常勤換算方法により算出した前年度の平均の

割合が確認できる資料を作成し、保存すること。 

なお、是正改善事項措置状況報告書において、前年度

の平均の割合の算出結果を任意の様式で提出するこ

と。 
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実地指導時の状況 改善内容 

・介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 

職員に対し、賃金改善方法の周知が

行われていない。 

 

指定認知症対応型共同生活介護事業所において、賃金

改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施

方法その他の介護職員の処遇改善の計画等について、

全ての介護職員に周知すること。 

具体的には、加算の届出を行った事業所は、賃金改善

を行う方法等について処遇改善計画書を用いて職員

に周知するとともに、就業規則等の内容についても職

員に周知すること。また、介護職員から処遇改善加算

等に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該

職員についての賃金改善の内容について、書面を用い

るなど分かりやすく回答すること。 

・医療連携体制加算 

利用者に対する日常的な健康管理

として、連携する訪問看護ステーシ

ョン等の看護師が週３回以上来所

していることは確認できたが、記録

上、当該看護師が日常的な健康管理

を実施していることが不明瞭とな

っているケースがあった。 

聴取したところ、利用者に特変等あ

った場合は必ず記録をするが、状態

等に変化がなければ、何も記載しな

い場合があるとのことであった。 

 

医療連携体制加算における利用者に対する日常的な

健康管理については、適切に健康管理を実施する観点

から、特変等が無い場合でもその利用者に対する日常

的な健康管理を実施していることが明確になるよう

漏れなく記録をすること。 

・医療連携体制加算 

利用者に対する日常的な健康管理

として、連携する訪問看護ステーシ

ョン等の看護師が週３回以上来所

していることは確認できたが、記録

上、当該看護師が日常的な健康管理

を実施していることが不明瞭とな

っているケースがあった。 

聴取したところ、利用者に特変等あ

 

医療連携体制加算における利用者に対する日常的な

健康管理については、適切に健康管理を実施する観点

から、特変等が無い場合でもその利用者に対する日常

的な健康管理を実施していることが明確になるよう

漏れなく記録をすること。 
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った場合は必ず記録をするが、状態

等に変化がなければ、何も記載しな

い場合があるとのことであった。 

・栄養管理体制加算 

栄養管理体制加算の算定に当たり、

栄養ケアに係る技術的助言及び指

導に関する記録について不備があ

る。 

なお、併設病院との連携による管理

栄養士が月１回以上、従業者に対す

る栄養ケアに係る技術的助言及び

指導を行っていることは確認でき

た。 

 

管理栄養士が栄養ケアに係る技術的助言及び指導を

行うに当たっては、以下の事項を記録すること。 

 

・当該事業所において利用者の栄養ケアを推進するた

めの課題 

・当該事業所における目標 

・具体的事項 

・留意事項 

・その他必要と思われる事項 

・口腔・栄養スクリーニング加算 

利用者の栄養状態に係る情報を介

護支援専門員に提供するために、栄

養スクリーニングを実施している

ことは確認できたが、当該栄養スク

リーニングの結果の記録において、

事業所内で定期的に体重測定を行

っているにもかかわらず、「1～6 月

間で3％以上の体重の減少が認めら

れる者」及び「6 カ月間で 2～3 ㎏

以上の体重の減少がある者」の項目

の有無について、空欄となっている

事例があった。 

 

当該加算の算定に係る口腔スクリーニング及び栄養

スクリーニングは、利用者ごとのケアマネジメントの

一環として行われるものであることから、当該スクリ

ーニングの結果、判明した情報については適切に記録

を行い、介護支援専門員に提供すること。 
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② 管理者や計画作成担当者を変更する場合で注意すべき点は？ 

 

人員基準において、研修の修了が要件とされている管理者や計画作成担当者

を変更する場合は、研修修了の有無を必ず確認してください。 

 

計画作成担当者が必要な研修を修了せずに配置された場合や計画作成担当者

のうち１人以上が介護支援専門員でない場合は、人員基準欠如に該当し、減算

の対象となります。 

 ただし、研修を修了した職員の急な離職等により人員基準欠如となった場合

に、新たに計画作成担当者を配置し、下関市の推薦を受けて山口県に研修の申

込みを行い、研修を修了することが確実に見込まれるときは、研修を修了する

までの間は減算対象としない取扱いとしています。やむを得ず研修未受講者を

計画作成担当者に配置しようとする場合は、必ず、事前に下関市に相談してく

ださい。 

 なお、当該職員が受講予定の研修を修了しなかった場合は、通常の減算方法

に従って、人員基準欠如が発生した翌々月から減算が行われます。 

 

また、急な離職ではなく、人事異動による場合は、研修未受講者を配置でき

ません。 

 

 過去に運営指導（実地指導）において指導を行った事例もあり、通常の業務

においても指導を行いましたので、ご注意ください。 

 
人員基準上必要な研修（認知症対応型共同生活介護事業（介護予防含む。）） 

代表者 認知症対応型サービス事業開設者研修 

管理者 
（１）認知症介護実践研修（実践者研修） 

（２）認知症対応型サービス事業管理者研修 

計画作成担当者 認知症介護実践研修（実践者研修） 

※「認知症対応型サービス事業管理者研修」を受講するためには、「認知症介護実践研修（実

践者研修）」の修了が必要です。 

 

 

【代表者交代による変更の届出を行う場合】 

代表者交代時に当該研修が開催されていないことにより、研修を修了してい

ない場合、代表者交代の半年後又は次回の当該研修日程のいずれか早い日まで

に研修を修了すれば差し支えありません。 
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③ ２ユニット以上の事業所における計画作成担当者の配置の緩和

について 

 

 令和 3 年度介護保険制度改正により、認知症対応型共同生活介護計画の作成

を担当する計画作成担当者は、「指定認知症対応型共同生活事業所ごとに、保健

医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を

有する者であって認知症対応型共同生活介護計画の作成を担当させるのに適当

と認められるものを専らその職務に従事する計画作成担当者としなければなら

ない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定認知症対応型共同

生活介護事業所における他の職務に従事することができる。」とされました。 

  

 以前までは、共同生活住居（ユニット）ごとの配置が前提であったのに対し、

令和３年度からは、共同生活住居（ユニット）の数に関係なく、事業所ごとに

一人の計画作成担当者の配置が基本となりました。 

 

 これにより、２ユニット以上の事業所における計画作成担当者の配置につい

て、以下のとおり人員基準が緩和されたことになります。 

  

【令和２年度まで】  【令和３年度から】 

共同生活住居（ユニット）ご

とに「専らその職務に従事す

る計画性担当者」の配置が必

要。（２ユニット以上の事業

所では、少なくとも一人は介

護支援専門員をもって充て

なければならない。） 

事業所ごとに「専らその職務

に従事する計画性担当者」の

配置が必要。（１人のみを配

置する事業所にあっては、当

該計画作成担当者は介護支

援専門員をもって充てなけ

ればならない。） 

⇒１名で OK 

計画作成担当者が兼務でき

るのは、あくまで「当該共同

生活住居（ユニット）におけ

る他の職務」のみ兼務可能 

利用者の処遇に支障がない

場合は、ユニット関係なく

「当該指定認知症対応型共

同生活介護事業所における

他の職務」と兼務可能 
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④ 外部評価の評価方法について 

 

 令和 3 年度介護保険制度改正により、認知症対応型共同生活介護における外

部評価については、①既存の外部評価機関による評価と②運営推進会議を活用

した評価のいずれかの方法により行うこととなりました。 

 

令和２年度まで  令和３年度から 

下記の評価方法のみ 

①外部評価機関による評価 

下記のいずれかを選択 

① 外部評価機関による評価 

② 運営推進会議を活用した

評価 

 

要チェック!! 

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第３条の 37 第１項に定める
介護・医療連携推進会議、第 85 条第１項（第 182 条第１項において準用する場合を含む。）
に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について（平成 27年３月27 日老振発0327
第４号、老老発 0327 第１号） 

 

○運営推進会議を活用した評価について 新設  

運営推進会議における評価は、自己評価で取りまとめた当該事業所で提供さ

れているサービスの内容や課題等について、運営推進会議に報告した上で、利

用者、市町村職員、地域住民等が第三者の観点からの意見を得ることにより、

新たな課題や改善点を明らかにし、サービスの質の向上を図るとともに、地域

包括ケアの中で当該事業所が果たすべき役割を明らかにしていくことを目指す

ものです。 

１ 参加が必要な者 

・市町村職員又は地域包括支援センター職員 

・サービスや評価について知見を有し公正・中立な第三者（事業者団体関

係者、学識経験者、外部評価調査員研修修了者等）の立場にある者 

 

２ 様式及び公表方法について 

 本市ホームページ「地域密着型サービス事業所の運営推進会議を活用した

評価の実施について」をご覧ください。

http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/1334206871463/index.html 

 様式：『（別紙 2 の 2）自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール』 

 

http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/1334206871463/index.html
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  公表方法：各事業所において公表するとともに、市においても、市役所窓

口、各地域包括支援センター窓口等にて公表しますので、メー

ルにて評価結果の提出が必要です。詳細は、上記ホームページ

に掲載しています。 

 

 

○外部評価機関による評価 

 外部評価機関による評価については、従前と同様、特定非営利活動法人やま

ぐち介護サービス評価調査ネットワークによる外部評価を受診することとなり

ます。 

 特定非営利活動法人やまぐち介護サービス評価調査ネットワークのホームページ 

  http://www.yamaguchi-kaigo.net/ 

 

１．外部評価結果等の公表について 

認知症対応型共同生活介護では、自己評価及び外部評価機関による外部評価

の受審並びにそれらの結果の公表を行い、自らのサービスの質の改善を常に図

ることが、指定基準により義務付されています。 

この外部評価の結果については、従前より、下記公表の手順により市や地域

包括支援センターで設置・公表しています。今後も、ご協力お願いします。 

また、外部評価の受審頻度緩和の適用を受け、外部評価を受審しなかった年

度でも、自己評価については市介護保険課へ提出してください。 

 

【公表の手順】 

１ 事業所から市介護保険課事業者係へ評価結果を提出 

外部評価受審後に、外部評価機関から評価の確定版が届きますので、「自

己評価及び外部評価結果」と「目標達成計画」を下関市介護保険課へ提出して

ください。受付印を押印した後、写しを返却します。 その写しを受け取ったら、

速やかに、外部評価機関へＦＡＸ等により報告してください。市へ提出したことを

外部評価機関が確認し次第、ＷＡＭ－ＮＥＴに評価結果等が掲載されます。ＷＡ

Ｍ－ＮＥＴに掲載された評価結果（電子ファイル）を、市での公表にあたって使用

します。 

 

２ 市から１２地域包括支援センターへ評価結果を電子メールにて配信 

 

http://www.yamaguchi-kaigo.net/
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３ 上記２が紙媒体にて市介護保険課、各総合支所市民生活課、１２地域包括支

援センター窓口にて閲覧用として設置 

※「自己評価及び外部評価結果」と「目標達成計画」を郵送により市介護保険課へ提出す

る場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。 

 

２．外部評価の受審頻度緩和について 

 次の要件を満たす事業所は、外部評価の実施回数を 2 年に 1 回にすることが

できます。 

①過去に「外部評価」を５年間継続して実施している 

②「自己評価及び外部評価結果」「目標達成計画」を市町村に提出している 

③運営推進会議が、過去１年間に６回以上開催されている 

④運営推進会議に、市町村の職員又は地域包括支援センターの職員が必ず出席している 

⑤外部評価項目の２、３、４、６の実践状況（外部評価）が適切である 

 

３．受審頻度緩和を受けるための手続き 

 山口県長寿社会課介護保険班あてに所定書類を提出します。なお、詳細につ

いては「かいごへるぷやまぐち」を確認してください。 

☞かいごへるぷやまぐちトップページ（http://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/） 

→ お知らせ一覧  

→ お知らせ  

→ 地域密着型サービスの外部評価機関による外部評価を受ける場合の受審頻度 

緩和について 

 

４．運営推進会議の議事録について 

 認知症対応型共同生活介護においては、おおむね 2 月に 1 回以上の運営推進

会議を開催しなければなりません。また、当会議の議事録については、事業者

において公表及び 2 年間保存することが義務付けられています。 

 議事録については、先述の「２．外部評価の受審頻度緩和」の要件のうち、 
 

・運営推進会議を過去１年間に６回以上開催している 

・市町村職員又は地域包括支援センターの職員が必ず出席している 
 

について、要件を満たしているか確認する必要があるため、運営推進会議の議

事録は必ずその都度下関市介護保険課へ提出してください。 



令和４年度下関市介護保険サービス事業者集団指導《個別編》９ 

（認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護） 

13 

 

※市職員・地域包括支援センター職員のいずれもが欠席になりそうな場合は、

至急、市介護保険課事業者係へご連絡ください。 

※外部評価の受審頻度緩和を受けない事業者も、運営状況の把握のため提出を

お願いします。 

※提出については、ＦＡＸでも結構です。 

※新型コロナウイルス感染症対策にて会議を中止した場合は、出席予定者に対

し文書等で報告・意見照会を行い、その結果を市に文書で報告をして下さい。

（R2.2.26 付 下介第 379 号にて通知済み） 
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⑤ 業務継続計画（ＢＣＰ）の策定等について 

 

 令和 3 年度介護保険制度改正により、業務継続計画（BCP）の策定等が基準

に盛り込まれました。 

 これは、感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続してサービ

スの提供を受けられるよう、サービスの提供を継続的に実施するための、及び

非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定する

とともに、当該業務継続計画に従い、従業者に対して必要な研修及び訓練（シ

ミュレーション）を実施しなければならないこととしたものです。 

（経過措置として、令和 6 年 3 月 31 日までは努力義務） 

 

１ 業務継続計画の記載項目 

 （１）感染症に係る業務継続計画 

ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、

備蓄品の確保等） 

ｂ 初動対応 

ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関

係者との情報共有等） 

（２）災害に係る業務継続計画 

ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフライン

が停止した場合の対策、必要品の備蓄等） 

ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

ｃ 他施設及び地域との連携 

 

  ※各項目の記載内容については、以下の厚生労働省発出のガイドラインを

参照してください。 

●「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の 

業務継続ガイドライン」

https://www.mhlw.go.jp/content/000749533.pdf 

●「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」 

  https://www.mhlw.go.jp/content/000749543.pdf 

 

 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000749533.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000749543.pdf
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２ 研修について 

（１）研修の内容 

・感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容 

・平常時の対応の必要性や、緊急時の対応 

（２）研修の頻度 

・年 2 回以上及び新規採用時 

  ※研修の実施内容等については、記録すること。 

  ※感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延

の防止のための研修と一体的に実施可。 

 

３ 訓練（シミュレーション）について 

 （１）訓練の内容 

・業務継続計画に基づいた事業所内の役割分担の確認 

   ・感染症や災害が発生した場合に実施するケアの演習等 

 （２）訓練の頻度 

・年 2 回以上 

  ※感染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延

の防止のための訓練と一体的に実施可。 

※災害の業務継続計画に係る訓練については、非常災害対策に係る訓練と

一体的に実施可。 

※訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実

地で実施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。 

 

 

☆参考 

 「介護施設・事業所における業務継続計画（BCP）作成支援に関する研修」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_

koureisha/douga_00002.html（厚生労働省 HP） 

 

 

 

 

  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html
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⑥ 感染症対策について 

 

 令和 3 年度制度改正により、グループホームの感染症の予防及びまん延防止

のための措置について、これまでの取組みから更に発展させ、介護保険施設と

同等な取組みを行うことが義務付けられました。 

 （経過措置として、令和 6 年 3 月 31 日までは努力義務） 

 

１ 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 

（１）構成メンバー 

・感染対策の知識を有する者を含む幅広い職種で構成 

・感染症対策の知識を有する外部の者の参画が望ましい 

    ※構成メンバーの責任及び役割分担を明確にすること 

※感染対策担当者を決めておくこと 

（２）開催頻度 

・6 月に 1 回以上（定期） 

・感染症が流行する時期等（随時） 

※開催は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる 

 

２ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針 

 当該指針には平常時の対策及び発生時の対応を規定する 

 （平常時の対策） 

・事業所内の衛生管理（環境の整備等） 

・ケアにかかる感染対策（手洗い、標準的な予防策）等 

（発生時の対応） 

・発生状況の把握 

・感染拡大の防止 

・医療機関や関係機関との連携、 

・行政等への報告等 

※発生時における事業所内の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整

備し、明記しておくこと 

  ※各項目の記載内容の例については、下記を参照すること 

「介護現場における感染対策の手引き」（厚生労働省老健局発出） 

   https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000678253.pdf 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000678253.pdf
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３ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修 

（１）研修の内容 

・感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発 

   ・指針に基づいた衛生管理や衛生的なケアの内容の励行 

 （２）研修の頻度 

・年 2 回以上及び新規採用時 

  ※研修の実施内容等については、記録すること。 

 

４ 感染症の予防及びまん延の防止のための訓練（シミュレーション） 

（１）訓練の内容 

・指針及び研修内容に基づいた事業所内の役割分担の確認 

   ・感染対策をした上でのケアの演習等 

 （２）訓練の頻度 

・年 2 回以上 

  ※訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実

地で実施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。 
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⑦ 生活機能向上連携加算について 

 

 令和 3 年報酬改定により、リハ専門職等との連携による自立支援・重度化防

止に資する介護を図る生活機能向上連携加算について、ICT の活用等により外

部のリハ専門職等が事業所を訪問せずに利用者の状態を把握・助言する場合の

評価区分が新設されました。 

 

＜改定前＞ 

生活機能向上連携加算 

     200単位／月 

 ＜改定後＞ 

生活機能向上連携加算（Ⅰ） 

100単位／月（新設） 

生活機能向上連携加算（Ⅱ） 

200単位／月（従前と同じ） 

※（Ⅰ）と（Ⅱ）の併算定は不可 

 

●生活機能向上連携加算（Ⅱ） 

 計画の作成 

① 加算算定に当たり作成する「生活機能の向上を目的とした認知症対応型共同生活介

護計画」とは、利用者の日常生活において介助等を必要とする行為について、単に

介護従業者が介助等を行うのみならず、利用者本人が、日々の暮らしの中で当該行

為を可能な限り自立して行うことができるよう、その有する能力及び改善可能性に

応じた具体的目標を定めた上で、介護従業者が提供する介護の内容を定めたもので

なければならない。 
 

② 計画の作成に当たっては、外部の理学療法士等が事業所を訪問した際に、利用者の

ＡＤＬ（寝返り、起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等）及びＩＡＤＬ

（調理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況等）に関する利用者の状況につき、理学

療法士等と計画作成担当者が共同して、現在の状況及びその改善可能性の評価（以

下「生活機能アセスメント」という。）を行うものとする。 
 

③ 当該計画には、生活機能アセスメントの結果のほか、次に掲げるその他の日々の暮

らしの中で必要な機能の向上に資する内容を記載しなければならない。 

    ａ 利用者が日々の暮らしの中で可能な限り自立して行おうとする行為の内容 

ｂ 生活機能アセスメントの結果に基づき、ａの内容について定めた三月を目途と

する達成目標 

ｃ ｂの目標を達成するために経過的に達成すべき各月の目標 

ｄ ｂ及びｃの目標を達成するために介護従業者が行う介助等の内容 
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④ 上記③のｃの達成目標については、利用者の意向も踏まえ策定するとともに、利用

者自身がその達成度合いを客観視でき、当該利用者の意欲の向上につながるよう、

可能な限り具体的かつ客観的な指標を用いて設定すること。 
 

 計画の見直し等 

⑤ 本加算は上記②の評価に基づき、上記①の計画により提供された初回の介護の提供

日が属する月を含む３月を限度として算定されるものであり、３月を超えて本加算

を算定しようとする場合は、再度②の評価に基づき認知症対応型共同生活介護計画

を見直す必要があること。 
 

 算定期間中の対応 

⑥ 本加算を算定する期間中は、各月における目標の達成度合いにつき、利用者及び理

学療法士等に報告し、必要に応じて利用者の意向を確認し、当該理学療法士等から

必要な助言を得た上で、利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの改善状況及び上記③のｂの

達成目標を踏まえた適切な対応を行うこと。 

 

●生活機能向上連携加算（Ⅰ） 

 加算概要 

  ⑦ 上記①、③、④を適用する。本加算は理学療法士等が事業所を訪問せずにＡＤＬ及

びＩＡＤＬに関する利用者の状況について適切に把握した上で計画作成担当者に助

言を行い、計画作成担当者が、助言に基づき①の介護計画を作成（変更）するとと

もに、計画作成から３月経過後、目標の達成度合いにつき、利用者及び理学療法士

等に報告することを定期的に実施することを評価するものである。 
 

 計画の作成 

  ⑧ 上記①の介護計画の作成に当たっては、理学療法士等は、当該利用者のＡＤＬ及び

ＩＡＤＬに関する状況について、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リ

ハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の場

において把握し、又は指定認知症対応型共同生活介護事業所の計画作成担当者と連

携してＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用いて把握した上で、当該指定認知症

対応型共同生活介護事業所の計画作成担当者に助言を行うこと。 
 

   ⑨ 当該認知症対応型共同生活介護事業所の計画作成担当者は、上記⑧の助言に基づき、

生活機能アセスメントを行った上で、上記①の介護計画の作成を行うこと。なお、

上記①の介護計画には、上記⑧の助言の内容を記載すること。 
 

 加算の算定等 

   ⑩ 本加算は、上記①の介護計画に基づき指定認知症対応型共同生活介護を提供した初

回の月に限り、算定されるものである。なお、上記⑧の助言に基づき介護計画を見

直した場合には、本加算を算定することは可能であるが、利用者の急性増悪等によ
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り介護計画を見直した場合を除き、上記①の介護計画に基づき指定認知症対応型共

同生活介護を提供した翌月及び翌々月は本加算を算定しない。 
 

⑪ ３月経過後、目標の達成度合いにつき、利用者及び理学療法士等に報告すること。

なお、再度、上記⑧の助言に基づき認知症対応型共同生活介護計画を見直した場合

には、本加算の算定が可能である。 

 

 

令和 3 年度介護報酬改定に関する Q&A Vol. 4（R3.3.29）より 
 

Ｑ１ 生活機能向上連携加算（Ⅰ）について、留意事項通知において、理学療法士等が

訪問介護事業所のサービス提供責任者へ訪問介護計画の作成に助言をするに当た

って「指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又

はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等は、当該利用者

のＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する状況について、指定訪問リハビリテーション事業所、

指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療

提供施設の場において把握」した上で行うとあるが、具体的にはどのようなものか。 

 

Ａ１ 例えば、訪問介護と通所リハビリテーションを併用する利用者について、訪問

介護事業所のサービス提供責任者が訪問介護計画を作成するに当たって、理学療法

士等が通所リハビリテーションを提供する中で把握した利用者のＡＤＬ及びＩＡ

ＤＬに関する状況を、電話、文書、メール等を活用して助言することが挙げられる。 

なお、利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの状況を把握する方法としては、上記のほ

か、ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話装置等を活用する方法もあるが、いずれ

かの方法で把握すればよい。 
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⑧ 口腔衛生管理体制加算について 

 

 口腔衛生管理体制加算は、事業所において、歯科医師又は歯科医師の指示を

受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を

月 1 回以上行っている場合で要件を満たす場合に１月につき３０単位を加算で

きます。 

 

厚生労働大臣が定める基準（平成 27 年厚生労働省告示 95） 

①事業所又は施設において歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科

衛生士の技術的助言及び指導に基づき、利用者、入所者又は入院患

者の口腔ケア・マネジメントに係る計画が作成されていること。 

②定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

 

 

・利用者の口腔内状態の評価方法 

・適切な口腔ケアの手技 

・口腔ケアに必要な物品整備の留意点 

・口腔ケアに伴うリスク管理 

・その他日常的な口腔ケア実施に必要な事項 

※個々の口腔ケア計画をいうものではありません。 

※テレビ電話装置を活用して行うことができる。 

 

 

 

・当該事業所において利用者の口腔ケアを推進するための課題 

・当該事業所における目標  

・具体的方策  

・留意事項  

・当該事業所と歯科医療機関との連携の状況  

・歯科医師からの指示内容の要点 

・その他必要と思われる事項 

 

 

当該加算の算定に係る技術的助言及び指導を行うにあたっては、医療保険に

おける歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行う必要

があることに注意してください。  

〇 口腔ケアに係る技術的助言及び指導とは？ 

〇 利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画の記載事項は？ 
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⑨ 栄養管理体制加算について 

 

令和 3 年度報酬改定により、グループホームにおいても管理栄養士が介護職

員等へ助言・指導を行い栄養改善のための体制づくりを進めるため、栄養管理

体制加算が新設されました。 

栄養管理体制加算は、事業所において、管理栄養士（外部の管理栄養士を含

む）が、従業者に対する栄養ケアに係る技術的助言及び指導を月 1 回以上行っ

ている場合で、かつ、定員超過利用・人員基準欠如に該当していない場合に 

１月につき３０単位を算定可能です。 

 

 

グループホームでは管理栄養士の配置義務はないため、次のような外部との

連携が想定されます。 

・他の介護事業所（栄養管理体制加算の対象事業所に限る。） 

・医療機関 

・介護保険施設（栄養マネジメント強化加算の算定要件を超える配置をしている

もの又は常勤の管理栄養士を１名以上配置しているものに限る。） 

・栄養ケアステーション（公益社団法人日本栄養士会又は都道府県栄養士会） 

 

 

事業所の利用者に関する以下の事項のうち、いずれか係る技術的助言及び指

導のことです。 

・低栄養状態の評価方法、 

・栄養ケアに関する課題（食事中の傾眠、拒食、徘徊・多動等）への対応方法 

・食形態の調整及び調理方法 

・その他の日常的な栄養ケアの実施にあたり必要と思われる事項 

 

 

 技術的助言及び指導の実施の際には以下の事項について記録してください。 

・当該事業所において利用者の栄養ケアを推進するための課題 

・当該事業所における目標 

・具体的方策 

・留意事項 

・その他必要と思われる事項 

 

  

〇 外部の管理栄養士とは？ 

〇 栄養ケアに係る技術的助言及び指導とは？ 

〇 栄養ケアに係る技術的助言及び指導を行うにあたっての記録事項は？ 
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⑩ 口腔・栄養スクリーニング加算について 

 

 令和 3 年度報酬改定において、介護職員等による口腔スクリーニングの実施

を新たに評価するため、従来の栄養スクリーニング加算から口腔・栄養スクリ

ーニング加算へ改定されました。 
 

＜改定前＞ 

栄養スクリーニング加算 

5単位／回 

 ＜改定後＞ 

口腔・栄養スクリーニング加算 

20単位／回 

 

 口腔・栄養スクリーニング加算は、事業所の従業者が、利用開始時及び利用

中 6 月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該

利用者の口腔の健康状態に関する情報※１及び栄養状態に関する情報※２を担当す

る介護支援専門員に提供した場合に、1 回につき 20 単位を算定します。 
 
 ※１当該利用者の口腔の健康状態が低下しているおそれのある場合にあっては、その改

善に必要な情報を含む。 
※２当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。 

 

留意事項 

① 口腔・栄養スクリーニング加算の算定に係る口腔の健康状態のスクリーニング（以

下「口腔スクリーニング」という。）及び栄養状態のスクリーニング（以下「栄養ス

クリーニング」という。）は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として

行われることに留意すること。 

② 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングを行うに当たっては、利用者について、

それぞれ次に掲げる確認を行い、確認した情報を介護支援専門員に対し、提供するこ

と。 

イ 口腔スクリーニング 

ａ 硬いものを避け、柔らかいものを中心に食べる者 

ｂ 入れ歯を使っている者 

ｃ むせやすい者 

ロ 栄養スクリーニング 

ａ ＢＭＩが 18.5 未満である者 

ｂ 1～6 月間で 3％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実

施について」（平成 18 年 6 月 9 日老発第 0609001 号厚生労働省老健局長

通知）に規定する基本チェックリストの№11 の項目が「1」に該当する者 

ｃ 血清アルブミン値が 3.5ｇ／dl 以下である者 

ｄ 食事摂取量が不良（75％以下）である者 
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⑪ 養介護施設従事者等による高齢者虐待について 

 

 近年、養介護施設従事者等による高齢者虐待の相談・通報件数が全国的に増

加傾向にあり、本市においても過去、高齢者虐待と疑われる通報を受け、監査

（立入検査）を実施した事例がございました。 

以下の数値等は全国での集計件数であり、公益社団法人日本社会福祉士会が

作成した資料を引用して掲載しています。 

出典：「高齢者虐待の実態把握等のための調査研究事業 報告書」  

※公益社団法人日本社会福祉士会ホームページより抜粋 

 

１ 「養介護施設従事者等」の定義 

  「養介護施設」又は「養介護事業」の業務に従事する者 

  

 

２ 高齢者虐待の相談・通報件数 ※市区町村が受理した件数。 

  H18 H28 H29 H30 R1 R2 

養介護施設従事者等 273件 1,723件 1,898件 2,187件 2,267件 2,097件 

養護者 18,390 件 27,940 件 30,040 件 32,231 件 34,057 件 35,774 件 

※R2 相談・通報 2,119 件中、事実確認調査を行った事例は 1,818 件。 

 

３ 虐待判断事例数 

  H18 H28 H29 H30 R1 R2 

養介護施設従事者等 54件 452件 510件 621件 644件 595件 

養護者 12,569 件 16,384 件 17,078 件 17,249 件 16,928 件 17,281 件 

※R2 虐待判断事例 595件中、587件以外は、都道府県が相談・通報を受け付けたもの。 

※R2 虐待判断事例 595件中、被虐待者が特定できた事例は561 件、判明した被虐待者は 1,232 人。 

 

４ 施設等の種別 

 特養 老健 療養型・介護医療院 ＧＨ 小規模多機能 

件数 168件 50件 2件 83件 12件 

割合 28.2% 8.4% 0.3% 13.9% 2.0% 
 

 有料（住宅型） 有料（介護付き） 軽費 養護 短期入所施設 

件数 81件 80件 6件 3件 25件 

割合 13.6% 13.4% 1.0% 0.5% 4.2% 
 

 訪問介護等 通所介護等 居宅介護支援等 その他 合計 

件数 31件 30件 5件 19件 595件 

割合 5.2% 5.0% 0.8% 3.2% 100% 

 

  

※「その他」のうち 7 件はサービス付き高齢者向け住宅等を要介護施設・事業所とみなしたもの、8 件は複数の

サービス種別にまたがるもしくは複数型のもの。2 件は未届け有料老人ホーム、2 件は短期入所併設施設。 

※業務に従事する者とは、直接介護サービスを提供しない者（施設長、事務職員等）や、介護

職以外で直接高齢者に関わる他の職種も含む（高齢者虐待防止法第 2 条）。 
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５ 虐待類型の組み合わせ 

  身体的虐待（単独） ネグレクト（単独） 心理的虐待（単独） 性的虐待（単独） 経済的虐待（単独） 

人数 474人 200人 136人 88人 59人 

割合 38.5% 16.2% 11.0% 7.1% 4.8% 
 

  身体的虐待＋心理的虐待 身体的虐待＋ネグレクト ネグレクト＋心理的虐待 その他の組み合わせ・３種類以上 合計 

人数 102人 60人 31人 82人 1,232人 

割合 8.3% 4.9% 2.5% 6.7% 100% 

 

６ 被虐待者の基本属性 ※上記被虐待者 1,232 人分に係るもの。 

●性  別 男性：30.2%，女性：69.4%，不明：0.4% 

  ●年  齢 65歳未満障害者：1.8%，65-69歳：2.6%，70-74歳：5.4% 

75—79歳：9.3%，80-84歳：15.8%，85-89歳：22.7%，90-94歳：22.3% 

95-99歳：8.4%，100歳以上：1.9%，不明：9.8% 

  ●要介護度 要介護 2以下：17.9%，要介護 3：22.2%，要介護 4：27.2%，要介護 5：16.9% 

不明：15.8% 

  ●認 知 症 もっとも多いのは自立度Ⅲ（29.3%）。 

        認知症の有無が不明な場合を除くと、92.2%が自立度Ⅱ以上。 

 

７ 虐待者の基本属性 

  ●職名・職種 

   介護職員：79.1%（うち、介護福祉士 31.1%、介護福祉士以外 18.5%、資格不明 50.4%） 

看護職：3.4%，管理職：6.1%，施設長：3.6%，経営者・開設者：4.1%， 

その他・不明：3.8% 

  ●性  別（括弧内は介護従事者全体における割合） 

   男性：52.3%（20.9%），女性：43.2%（72.3%），不明：4.5%（6.9%） 

  ●年  齢（不明を除く。括弧内は介護従事者全般における割合） 

〔男性〕30歳未満：22.6%（11.1%），30-39歳：28.0%（33.4%） 

40-49歳：23.0%（33.1%），50歳以上：26.4%（22.4%） 

〔女性〕30歳未満：12.8%（5.8%），30-39歳：12.3%（15.6%） 

40-49歳：20.7%（29.5%），50歳以上：54.2%（49.1%） 

 

８ 虐待の発生要因（複数回答形式） 

教育・知識・介護技術等に関する問題 48.7%  

虐待を助長する組織風土や職員間の関係性の悪さ 22.2%  

職員のストレスや感情コントロールの問題 17.1%  

倫理観や理念の欠如 14.6%  

人員不足や人員配置の問題及び関連する多忙さ 10.6%  

虐待を行った職員の性格や資質の問題 9.6%  

その他 3.2%  
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９ 高齢者虐待の防止のために 

●組織におけるストレスマネジメント 

●通報義務についての正しい理解 

●身体拘束についての正しい理解 

 ・身体拘束に該当する行為について 

 ・身体拘束の弊害について 

 ・「緊急やむを得ない場合」について 

 ・「緊急やむを得ない場合」に身体拘束を行う際の手続きについて 

 ※上記被虐待者 1,232 人分中、虐待行為に身体的虐待が含まれる人数が 641 人

（52.0%）。そのうち虐待に該当する身体拘束を受けた者が 317 人（25.7%）。 

●研修の実施と苦情処理体制の整備 

 

※ストレスマネジメントについては、厚生労働省ホームページもご参照ください。 

  厚生労働省ホームページトップページ（http://www.mhlw.go.jp/） 

  → 政策について 

  → 分野別の政策一覧 

  → 雇用・労働 

  → 労働基準 

  → 施策情報 

  → 安全・衛生 

  → 施策紹介 

  → メンタルヘルス対策等について 

    （ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等） 

 

【参考】山口県における養介護施設従業者等による高齢者虐待の状況 

  H18 H28 H29 H30 R1 R2 

相談・通報件数 0件 13件 22件 28件 18件 15件 

虐待判断事例数 0件 3件 7件 8件 0件 2件 

 

※山口県における状況等については、山口県ホームページ等もご参照ください。 

 ①山口県ホームページトップページ 

（http://www.pref.yamaguchi.lg.jp） 

  → 組織で探す 

  → 長寿社会課 

  → 高齢者虐待防止・養護者支援に向けて 
   

 ②山口県介護保険情報総合ガイド（かいごへるぷやまぐち）トップページ 

  （https://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/） 

  → 事業者の方へ 

   （サービス事業所向け情報） 

  → 令和３年度介護保険施設等集団指導の実施について（通知及び資料リンク） 

  → 各サービスの資料内（高齢者虐待防止について） 

※全サービス共通資料です。 

  

http://www.mhlw.go.jp/
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/
https://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/
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⑫ 短期利用認知症対応型共同生活介護費の算定に係る留意点につ

いて 

 

１．短期利用認知症対応型共同生活介護とは 

 空いている居室を利用して、短期間入居して認知症対応型共同生活介護を行

うものです。利用者は定員の範囲内で、１ユニットあたり１名までです。 

 ※居宅介護支援事業所の居宅介護支援専門員（ケアマネジャー）が作成する

ケアプランに基づくサービス提供となります。 

 ※短期利用認知症対応型共同生活介護（以下「短期利用」という。）を算定

する場合は、事前に市への届出が必要です。 

 ※短期入所生活介護（ショートステイ）とは異なります。混同しないよう十

分にご留意ください。 

 

２．施設基準について 

 以下のすべての基準を満たしていることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「十分な知識を有する介護従業者」とは、認知症介護実務者研修のうち「専門課程」又

は認知症介護実践研修のうち「実践リーダー研修」若しくは「認知症介護指導者養成研修」

を修了した者としています。 

※管理者及び計画作成担当者は、直接介護に従事していないので介護従業者としては認め

られません。ただし、管理者及び計画作成担当者のどちらかと介護職員を兼務している場

合は可能です。また、常勤かつ専従でなくとも差し支えありません。 

  

① 人員基準で定める従業者の員数を満たしていること。 

② 当該指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う者が、指定居宅サービス、

指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定介護予防サービス、指定

地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援の事業又は介護保険

施設若しくは指定介護療養型医療施設の運営について３年以上の経験を有す

ること。 

③ あらかじめ３０日以内の利用期間を定めること。 

④ ユニット毎に１人以上介護を行う十分な知識を有する介護従業者が確保さ

れていること。 
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３．緊急的に短期利用認知症対応型共同生活介護を実施する場合について 

 利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介

護支援専門員が、緊急に短期利用を受けることが必要と認めた者に対し、居宅

サービス計画に位置づけられていない短期利用を提供する場合で、当該利用者

及び他の利用者の処遇に支障がない場合は、例外的にユニットごとに１名まで

定員を超えて短期利用を行うことが可能です。ただし実際の運用にあたっては、

以下の点にご留意いただきますようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・定員の合計数を超えて行う短期利用は、あくまでも緊急に短期利用を受け

る必要がある者にのみ提供が認められるものであり、当該利用者に対する短

期利用の提供は、７日（利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむ

を得ない事情がある場合は、１４日）を限度に行ってください。これを超え

て利用があった場合は、定員超過にて減算の対象となるため、十分ご留意く

ださい。 

・「当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がない場合」とは、当該利用者

を当該事業所のユニットの利用者とみなして、当該利用者の利用期間を通じ

て人員基準を満たしており、かつ、当該利用者が利用できる個室を有してい

る場合とします。 

・緊急に短期利用を行う必要性を踏まえ、援助の目標等を記載した認知症対

応型共同生活介護計画書を作成していただきますようお願いします。 

【参考資料】 

●「短期利用型共同生活介護の施設基準」（厚生労働大臣が定める施設基準平成12年厚生省告示第26号) 

１８ 認知症対応型共同生活介護の施設基準 

□ 短期利用共同生活介護費を算定すべき指定認知症対応型共同生活介護の施設基準 

（１）指定地域密着型サービス基準第90条に定める介護従業者の員数を置いていること。 

（２）当該指定認知症対応型共同生活介護事業所が初めて指定を受けた日から起算して3年以上の期間

が経過していること。 

（３）当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居の定員の範囲内で、空いている居室等

を利用するものであること。ただし、一の共同生活住居において、短期利用共同生活介護を受け

る利用者の数は一名とすること。 

（４）利用の開始に当たって、あらかじめ30日以内の利用期間を定めること。 

（５）短期利用共同生活介護を行うに当たって、十分な知識を有する介護従業者が確保されていること。 
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●介護制度改革INFORMATION vol.127（平成18年9月4日）厚生労働省介護制

度改革本部 

Q49 短期利用の3年経過要件について、事業所の法人が合併等により変更した

ことから、形式上事業所を一旦廃止して、新しい会社の法人の事業所として同

日付けで指定を受けた場合、事業所が初めて指定を受けて3年は経過している

が、新しい会社の事業所としては3年経過要件を満たしていない。この場合、短

期利用を行うことは可能か。 

（答） 

１ グループホームで短期利用を行うための事業所の開設後3年経過要件につ

いては、職員や他の入居者との安定した人間関係の構築や職員の認知症ケア

に係る経験が必要であることから、事業所の更新期間（6年）の折り返し点を

過ぎ、人間関係など一般的にグループホームの運営が安定する時期に入って

いると考えられること等を勘案して設定したものである。 

２ 事業所の職員に変更がないなど事業所が実質的に継続して運営していると

認められる場合には、短期利用を認めることとして差し支えない。 

  

●「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービ

スに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」 

（平成18年3月31日厚生労働省通知） 

５ 認知症対応型共同生活介護費 

（１）短期利用共同生活介護費について 

 短期利用共同生活介護費については、厚生労働大臣が定める施設基準（平成12年厚生労働省告示第

26号。以下「施設基準」という。）第18号に規定する基準を満たす指定認知症対応型共同生活介護事

業所において算定できるものである。 

 同号ロ（２）の要件は、事業所に求められる要件であるので、新たに指定認知症対応型共同生活介護

事業所を開設する場合に、他の指定認知症対応型共同生活介護事業所において3年以上の経験を有する

者が配置されていたとしても、当該事業所として3年以上の期間が経過しなければ、短期利用共同生活

介護費を算定することはできないものである。 

 同号ロ（５）に規定する「短期利用共同生活介護を行うに当たって、十分な知識を有する介護従業者」

とは、認知症介護実務者研修のうち「専門課程」又は認知症介護実践研修のうち「実践リーダー研修」

若しくは「認知症介護指導者養成研修」を修了している者とする。 
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Q50 グループホームの短期利用については、空いている居室等を利用しなけれ

ばならないが、入院中の入居者の同意があれば、入院中の入居者の居室を短期

利用に活用することは可能か。 

（答） 

 入院中の入居者のために居室を確保しているような場合であっても、入院中

の入居者の同意があれば、家具等を別の場所に保管するなど、当該入居者のプ

ライバシー等に配慮を行った上で、その居室を短期利用で利用することは差し

支えない。 


